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’１１ 法人税関係

(1)生産等設備投資促進税制の創設

適用事業年度終了の日に保有している国内の生産等設備の取

得価額の合計が､次の①及び②の要件を満たした場合､新たに

取得等をした機械･装置について、取得価額の30％の特別償却

または取得価額の3％の税額控除(ただし控除税額は当期の法

人税額の20％を限度)のうちいずれかを選択適用できます。

①国内における生産等設備への年間総投資額が減価償却

費を超えた場合

②国内における生産等設備への年間総投資額が前年度と

比較して１０％超増加した場合
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適用時期

平成25年４月１日から平成27年３月31日までの間に開始する

各事業年度に取得等をした国内の事業の用に供する生産等設

備について適用されます。

(2)環境関連投資促進税制の拡充。延長

エネルギー環境負荷低減推進設備を取得した場合の特別償

却または法人税額の特別控除制度について､即時償却の対象資

産(太陽光･風力発電設備）に熱電併給型動力発生装置(コー

ジェネレーション設備)が加えられます。

適用時期｝

平成27年３月31日まで適用されます。
※エネルギー環境負荷低減推進設備等を取得した場合の30％の特別
償却は平成28年３月31日まで延長されますｂ

(3)研究開発税制の拡充

試験研究を行った場合の法人税額の特別控除について､２年

間の時限措置として控除税額の上限が法人税額の30％（現行

20％)に引き上げられるとともに､特別試験研究費の範囲に一

定の共同研究が加えられます。

適用時期｜

平成25年４月１日から平成27年３月31日までの間に開始する事
業年度に適用されます。

Ａ法人会ポ

(4)所得拡大促進税制の創設

国内の雇用者への給与を5％以上増やして支給した場合に

は､その給与支給増加額の１０％を税額控除(ただし､控除税額

は当期の法人税額の１０％(中小企業等は20％)を限度)できる

こととされます(下記(5)の雇用促進税制とは選択適用）。

適用時期

平成25年４月１日から平成28年３月31日までの間に開始する各

事業年度において国内雇用者に支給する給与等について適用さ

れます。

(5)雇用促進税制の拡充

雇用者数が増加した場合の法人税額の特別控除制度につい

て､税額控除限度額が当期中に増加した雇用者1人当たり40万

円(現行20万円）に引き上げられるほか､適用要件の判定の基

礎となる雇用者の範囲について所要の措置が講じられます(上

記(4)の所得拡大促進税制とは選択適用)。

|適用時期

平成25年４月１日から平成26年３月31日までの間に開始する事

業年度について適用されます。

(6)中小企業の経営改善に向けた設備投資を促
進するための税制措置の創設

経営改善に関する指導及び助言を受けて行う店舗の改修等

に伴い､器具備品及び建物附属設備を取得等して指定事業の

用に供した場合には､取得価額の30％の特別償却または取得

価額の7％の税額控除(ただし、控除税額は当期の法人税額

の20％を限度)のうちいずれかを選択適用できますｂ

適用時期

平成25年４月１日から平成27年３月31日までの間に､指導･助言

を受けて行う店舗改修等に伴う器具備品及び建物附属設備の取

得等について適用されます。

(7)中小企業の交際費課税の特例の拡充

中小企業の交際費課税の特例について､定額控除限度額が

800万円(現行600万円）に引き上げられるとともに､定額控

除限度額までの金額の損金不算入措置(現行１０％)が廃止さ

れます(800万円以下の交際費が全額損金算入可)。

適用時期｜

平成25年４月１日から平成26年３月31日までの間に開始する事

業年度について適用されます。



２ 所得税関係２所得税関係

(1)所得税の最高税率の見直し

現行の税率構造に加え、課税所得4,000万円超について45％

の税率が設けられます。

適用時期｜
平成27年分以後の所得税について適用されます。

(2)金融所得課税の一体化の拡充

金融所得課税の一体化を進める観点から、公社債等及び株式

等に係る所得に対する課税が、次の通り見直されます。

①公社債等の利子所得等及び譲渡所得等の課税方式の
見直し

所得 公社債等の種類 現行 改正案

利子所得等

特定公社債等

一般公社債等

源泉分離課税
20％(所得税15％､住民税5％）

源泉分離課税
20％(所得税15％､住民税5%）

申告分離課税
20％<所得税15％､住民税5%）

変更ない．

譲渡所得等

特定公社債等

一般公社債等

非課税

非課税

申告分離課税
20％(所得税15％､住民税5%）

申告分離課税
20％(所得税15％､住民税5％）

※ただし､同族会社が発行した社債の利子で役員等が支払いを受ける

ものは総合課税の対象とされますｂ

(注1）側寺定公社債」とは､次の公社債その他一定のもの(いわゆる金
融債で預金保険の対象となっているものを除く。）をいいますｂ

イ国債､地方債､外国国債､外国地方債

口会社以外の法人が特別の法律により発行する社債(投資法

人債及び特定目的会社の特定社債を除く。）
ハ公募公社債､上場公社債

二発行日の前６月以内に有価証券報告書等を提出している法
人が発行する社債

(注2）「特定公社債等｣とは､特定公社債､公募公社債投資信託の受
益権､証券投資信託以外の公募投資信託の受益権及び特定目

的信託の社債的受益権で公募のものをいいますｂ
(注3）「－般公社債等｣とは特定公社債以外の公社債､私募公社債投
資信託の受益権､証券投資信託以外の私募投資信託の受益権
及び特定目的信託の社債的受益権で私募のものをいいますｂ

適用時期１

平成28年１月１日以後に支払いを受けるべき利子等、同日以

後譲渡した場合の譲渡所得等について適用されます。

②上場株式等の譲渡損失及び配当所得の損益通算並び
に繰越控除の特例の対象範囲の拡充

イ損益通算の特例の対象に特定公社債等の利子所得等及び
譲渡所得等が加えられます６

口平成28年１月１日以後に特定公社債等の譲渡により生じた損
失の金額のうち､その年に損益通算しても控除しきれない金
額は､翌年以後3年にわたり､繰越控除が可能となります６

１適用時期ｌ
平成28年分以後の所得税について適用されます。

③株式等に係る譲渡所得等の分離課税の改組

上場株式等に係る譲渡所得等と非上場株式等に係る譲渡所

得等が別々の分離課税制度とされ､イ特定公社債等及び上場

株式等に係る譲渡所得等の分離課税と､□一般公社債等及び

非上場株式等に係る譲渡所得等の分離課税に改組されます。

適用時期

平成28年１月１日以後の株式等の譲渡について適用されます。

(3)日本版ｌＳＡの拡充

非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得

等の非課税措置が拡充されます｡具体的には次の通りです。

＜非課税対象＞非課税口座内の少額上場株式等の配当､譲渡益

く非課税投資額＞毎年､①新規投資額及び②継続適用する上場

株式等の時価の合計額で100万円を上限(未

使用枠は翌年以降繰越不可）

＜非課税投資総額＞最大500万円(100万円×5年間）

＜口座開設期間＞平成26年から平成35年までの10年間(毎年

新たな口座開設は不要）

＜保有期間＞最長5年間､途中売却は自由(ただし､売却部

分の枠は再利用不可）

※上場株式等の配当等及び譲渡所得等に係る１０％軽減税率(所得税
７％､住民税3％）は平成25年12月31日をもって廃止されます６

(4)住宅取得に係る措置

①住宅ローン減税の拡充･延長

住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除について適

用期限が平成29年１２月31日まで延長されるとともに､住宅借入

金等の年末残高の限度額(借入限度額)、各年の控除限度額及び

控除期間の最大控除額が次の通り拡充されます。

<一般の住宅）

居住年 借入限度額 控除率

平成26年１月～3月 2,000万円 1.0％

平成26年４月～

平成29年12月

4,000万円

(2,000万円）
1.0％

《認定長期優良住宅及び認定低炭素住宅》

居住年 借入限度額 控除率

平成26年１月～3月 3,000万円 1.0％

平成26年４月～

平成29年12月

5,000万円

(3,000万円）
1.0％

各年の控

除限度額

20万円

40万円

各年の控

除限度額

30万円

50万円

最大控除額

200万円

400万円

最大控除額

300万円

500万円

(注)カッコ内の金額は､住宅の対価の額又は費用の額に含まれる
消費税等の税率が8％又は10％ではない場合の金額ですも

②自己資金で住宅の取得をした場合の特例措置の拡充･延長

認定長期優良住宅の新築等をした場合の所得税額の特別控除

について､適用期限が平成29年１２月３１日まで延長されるととも

に､対象住宅､控除対象限度額及び控除限度額が次の通り拡充さ

れます。

〈認定長期優良住宅及び認定低炭素住宅》

居住年 対象住宅
控除対象

限度額
控除率 控除限度額

平成26年１月～3月 認定長期優良住宅 500万円 １０％ 50万円

平成26年４月～

平成29年12月

認定長期優良住宅

認定低炭素住宅

650万円

(500万円）
１０％

65万円

(50万円）

(注)カッコ内の金額は､住宅の対価の額又は費用の額に含まれる

消費税等の税率が8％又は10％ではない場合の金額ですｂ

③自己資金で省エネ､バリアフリー､耐震に係るリフォーム
をした場合の減税措置の拡充･延長

既存住宅に係る特定の改修工事をした場合や耐震改修をした場

合の所得税額の特別控除について､適用期限が平成29年12月３１

日まで延長されるとともに､改修工事限度額及び控除限度額が次

の通り拡充されます。



居住年

平成25年１月～

省エネ
平成26年3月

改修工事 平成26年４月～

平成29年12月

平成25年１月～

バリアフリー 平成26年3月

改修工事 平成26年４月～

平成29年12月

平成26年１月～

耐震 3月

改修工事 平成26年４月～

平成29年12月

改修工事

限度額

200万円

＊300万円

250万円

＊350万円

(200万円）

150万円

200万円

(150万円）

200万円

250万円

(200万円）

控除率

10％

10％

10％

10％

10％

10％

控除限度額

20万円

＊30万円

25万円

*35万円

(20万円）

15万円

20万円

(15万円）

20万円

25万円

(20万円）

(注1）＊の金額は､省エネ改修工事と併せて太陽光発電装置を設置する

場合の金額ですｂ

(注2)カッコ内の金額は､工事に要した費用の額に含まれる消費税等の

税率が8％又は10％ではない場合の金額ですｂ

④個人住民税における住宅□－ン控除制度の改正

平成26年分以後の所得税の住宅□－ン控除可能額のうち所得

税額から控除しきれなかった額を､以下の範囲内で翌年度分の

個人住民税から控除することとされます。

居住年 控除限度額

平成26年１月～3月
所得税の課税総所得金額等×5％

(最高9.75万円）

平成26年４月～平成29年12月
所得税の課税総所得金額等×7％

(最高13.65万円）

(注)平成26年４月から平成29年12月までの欄の金額は､住宅の対価の

額又は費用の額に含まれる消費税等の税率が8％又は10％である

場合の金額であり､それ以外の場合における控除限度額は所得税

の課税総所得金額等×5％(最高9.75万円）となりますｂ

,３１資産税関係３１資産税関係

(1)相続税の基礎控除及び税率構造の見直し

①相続税の基礎控除の引き下げ

現行 改正案

5,000万円十 3,000万円十

１，000万円×法定相続人数 600万円×法定相続人数

②相続税の税率構造の見直し

現行 改正案

法定相続分相当額 税率 法定相続分相当額 税率

1,000万円以下の部分 10％ 1,000万円以下の部分 10％

3,000万円以下〃 15％ 3,000万円以下〃 15％

5,000万円以下〃 ２０％ 5,000万円以下〃 20％

1億円以下〃 30％ １億円以下〃 30％

3億円以下〃 40％
2億円以下〃 40％

3億円以下〃 45％

3億円超〃 50％
6億円以下〃 50％

6億円超〃 55％

､適用時期

平成27年１月１日以後に相続又は遺贈により取得する財産に

係る相続税について適用されます。

(2)小規模宅地等についての相続税の課税価格
の計算の特例の見直し

①特定居住用宅地等に係る特例の適用対象面積が330㎡

（現行240㎡)までの部分に拡充されます。

②現行､限定的に併用が認められている特定居住用宅地

等と特定事業用宅地等について､完全併用が可能とさ
れます(貸付事業用宅地等は除く）。

／－Ｌ塁_丘傍、

限定併用(限定併用）
居住用：240㎡

.鶴事業用:400rｒｉ

、匡〉鎧大400前
肉｜
ノ

亡〉

／－｜改正案｜－、

完全併用(完全併用）

最大730㎡鰭鴬訓１
居住用：330㎡

｝完全併業用:400ｍ

匡〉

適用時期

平成27年１月１日以後に相続又は遺贈により取得する財産に
係る相続税について適用されます。

(3)贈与税の税率構造の見直し

最高税率を相続税の最高税率に合わせる一方で､子や孫等が
受贈者となる場合の贈与税の税率構造が緩和されます。

税率

改正案
基礎控除後の課税価格

現行 ①一般の贈与

(②以外）

②直系尊属から
20歳以上
の者への贈与

200万円以下の部分 10％ 10％ 10％

300万円以下〃 15％ 15％

400万円以下〃 20％ 20％
15％

600万円以下〃 30％ 30％ 20％

1,000万円以下〃 40％ 40％ 30％

1,500万円以下〃 45％ 40％

3,000万円以下〃
50％

50％ 45％

4,500万円以下〃
55％

50％

4,500万円超〃 55％

適用時期｜

平成27年１月１日以後に贈与により取得する財産に係る贈与

税について適用されます。

(4)相続時精算課税制度の適用要件の見直し

相続時精算課税制度の対象者が次の通り見直されます。

現行 改正案

受贈者 20歳以上の推定相続人 20歳以上の推定相続人及び孫

与者 65歳以上の者 60歳以上の者

適用時期

平成27年１月１日以後に贈与により取得する財産に係る贈与

税について適用されます。



(5)事業承継税制の抜本的な見直し

非上場株式等に係る相続税･贈与税の納税猶予制度につい

て､適用要件の緩和､利子税等の負担の軽減､手続きの簡素化

等の見直しが行われます。

＜要件の緩和＞

①雇用確保要件の緩和
雇用確保要件が｢5年平均で8割以上の雇用確保」（現行

「毎F年8割以上の雇用確保｣）に緩和されます。

②後継者の親族間承継要件の廃止

親族外の後継者への相続若しくは遺贈又は贈与の場合

であっても､相続税･贈与税の納税猶予の適用対象とされ

ます。

③先代経営者の役員退任要件〔贈与税〕の緩和

先代経営者（贈与者）は、贈与時に代表者を退任すれ

ば､贈与後に引き続き役員であっても贈与税の納税猶予の

適用対象とされます。

く負担の軽減＞

①利子税の負担軽減

・納税猶予期間に係る利子税率が0.9％(現行2.1％）に引き

下げられます。

・納税猶予期間が5年を超える場合には､事業承継期間(５

年間)の利子税が免除されます。

②猶予税額の再計算の特例の創設

民事再生計画等に基づき事業を再出発させる場合に

は､猶予税額を再計算し､税額が－部免除されます。

③納税猶予額の計算方法の見直し

先代経営者の債務及び葬式費用を相続税の課税価格か

ら控除する際には､非上場株式等以外の財産の価額から控

除することとなり、猶予される税額がより多くなります。

<手続の簡素化＞

①事前確認制度の廃止

相続又は贈与前の経済産業大臣による事前確認が不要

となります。

②提出書類の簡略化

相続税等の申告害､継続届出害等に係る添付書類が大

幅に減量されます。

③その他の使い勝手を向上させるための措置

・株券不発行会社への適用拡大

株券を発行しなくても､担保提供が可能となります。

・猶予税額に対する延納･物納の適用

雇用確保要件が満たされないため､経済産業大臣の認

定が取り消された場合における納付すべき猶予税額につい

ては､延納又は物納の適用が可能となります。

ａ ■

可

*このパンフレットは､平成25年１月２９日に閣議決定さ

れた平成25年度税制改正大綱等に基づいています。

今後の国会審議等にご留意ください。
ノ

公益財団法人

Jらb全国法人会総連合

適用時期」

所要の経過措置が講じられた上､平成27年１月１日以後に相続

若しくは遺贈又は贈与により取得する財産に係る相続税又は贈与

税について適用されます。

(6)教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税
措置の創設

受贈者(30歳未満の子又は孫などの直系卑属）の教育資金に

充てるためにその直系尊属が金銭等を拠出した場合､受贈者1人

につき1,500万円(学校以外に支払われる金銭は500万円を限

度)までの金額に相当する部分の価額については贈与税が課され

ないこととされます。

適用時期ｌ

平成25年４月１日から平成27年12月31日までの間に拠出される

金銭等について適用されます。

必醒靭屈馴その他

(1)延滞税の割合の見直し

延滞税の割合は､各年の特例基準割合が年7.3％に満たない

場合には､次の区分に応じた割合とされます。

①年14.6％の延滞税･…･特例基準割合十7.3％

②年7.3％の延滞税→特例基準割合十1％(7.3％を超える
場合は7.3％）

(2)利子税の割合の見直し

利子税の割合は､各年の特例基準割合が年7.3％に満たない

場合には､次の区分に応じた割合とされます。

①②以外の利子税→特例基準割合

②相続税及び贈与税に係る利子税(年7.3％のものを除く）

。、利子税の割合(本則）×特例基準割合
7.3％

(3)還付加算金の割合の見直し

還付加算金の割合は､各年の特例基準割合が年7.3％に満た

ない場合には､その特例基準割合とされます。

(注）「特例基準割合｣とは､各年の前々 年の,0月から前年の９月までの各
月における銀行の新規の短期貸出約定平均金利の合計を12で除し

て得た割合として各年の前年の12月15日までに財務大臣が告示する
割合に､年1％の割合を加算した割合をいいます６

適用時期」

平成26年１月１日以後の期間に対応する延滞税等について適斥

されます。

瀧 繍論
推進運動

二

〒１６０－ＯＯＯ２東京都新宿区坂田Ｊ１３－４
ＦＡＸＯ３－３３５７－６６８２

http://www､zenkokuhojinkai,orjp
※内容に関するお問い合わせは､上記の宛先までＦＡＸ等文書にてお送りください｡なお､個別頚案に関するご質問にはお答えできませんので､あらかじめご了承ください。


